
2011年 12月 26日 原発をなくし、自然エネルギーを推進する高知県民連絡会準備会に
よる県・四国電力への申し入れと回答

文責：平和運動センター 山崎

◎ 県への申し入れ内容と回答

（県側対応者）林業振興・環境部杉本副部長他

（申し入れ側）平和運動センター、平和委員会など 14団体

１．南海地震等による多大な被害が想定される伊方原発に隣接する県として、福島原発事

故の教訓を踏まえ、原発推進政策を改め、以下の施策を推進すること。 

① 伊方原子力発電所沖合 6～7kmにある世界最大級の中央構造線活断層による強地
震、高津波、地盤崩壊などの安全性を考慮し、伊方原発は廃炉を視野に停止し、再稼

働しないよう、愛媛県及び国に働きかけること。

（県回答）

  国に対しては、知事会を通じて安全対策について申し入れしている。基本的には

愛媛県の判断を尊重したい。

  四国電力とは、勉強会を開催していて、県からは「想定外を想定して」との申し

入れもしているところ。経年劣化については、監視用の金属片を早めに検査するべ

きとの話も出ている。（取り出してから検査完了までには 2 年かかる。）高知県には
専門職員はいないので現在は耐震性を建築部門交えて話している。ヨウ素剤の配布

は今後の課題として認識している。ストレステストに対する判断は愛媛県の判断を

見守る。

② 四国電力との間で、愛媛県と同様の権限を有する原子力安全協定を締結すること。

(県回答) 
   国で必要エリアの見直しが進んでいる。それに入れば防災計画にも盛り込む。入

らないとすれしても危機管理指針には盛り込まなければならないと考えている。

 いずれにしても、情報は大切。協定すべきものはしたいと考えている。

立地県である愛媛の対応を尊重すべきであり、同様の内容の協定は問題がある。

知事は愛媛の中村知事と緊密に連絡を取っている。愛媛では専門委員会において情

報を検証している。

③ 使用済み核燃料の管理・貯蔵の安全性、搬出計画などについて、四国電力に求める

こと。

（県回答）

  安全対策について、四電との勉強会の中で、議論している。



④ 原発の安全神話が崩壊し、環境汚染、期間の定まらない住民避難が続いている現状

を真摯に受け止め、脱原発の方向性を明らかにして、太陽光・太陽熱・風力・地熱な

どの自然エネルギー政策を進めるとともに、四国電力にも同様のエネルギー対策を求

めること。

（県回答） 

  しっかり取り組みたい。四電とは、技術的、経済的側面から連携を取りたい。 

２．下記の事項について国に申し入れること 

① 2020年までに 9基、2030年までに最低でも 14基の原発新増設に取り組むとして
いる現行のエネルギー政策は、エネルギー需要の拡大を前提に組み立てられており根

本的に見直すこと。原子力からの段階的撤退を実施する基本法を制定すること。

② 原子力発電所の新増設計画を中止し、太陽光・太陽熱・風力・地熱などの自然エネ

ルギー政策を進め、脱原発政策を進めること。エネルギー多消費の暮らしを見直し、

省エネやエネルギーの効率化を推進すること。

③ 六ヶ所再処理工場の本格稼働は、数々のトラブルによって目途が立たず、また、

高速増殖炉もんじゅは、運転中止の状況が続くなど、「核燃料サイクル」は破綻して

おり、プルサーマル発電も含めた「核燃料サイクル」計画については断念し、それぞ

れの施設は廃止すること。 

④ 原発のリスクと引き換えの原発立地県交付金制度を廃止すること。

国の一般会計から拠出されるエネルギー対策費は、原子力関係でなく、新エネルギー

技術開発・普及支援・人材の確保などに使用すること。

⑤ 原子力安全・保安院を経済産業省から分離させ、原発に反対・批判意見を持つもの

も含めた第 3者により構成される独立性の高い安全規制機関に改組するとともに、徹
底した情報公開を行うこと。

⑥ 福島原発事故に対する正確な情報をすべて開示し、それに基づく避難区域等の設

定・解除を行うこと。また、それらの人々に加え、自主避難者に対してもその被害・

費用を賠償する仕組みを構築すること。

⑦ 原発労働者、電力会社の社員、下請労働者の被曝が深刻化しており、被曝労働者の

健康管理及び万が一生じた疾病や傷害及び所得保障に国や企業が全責任を持って対

処すること。

⑧ 東日本大震災によって生じたがれきについては放射線汚染が懸念され、各自治体の

処理施設はこれに対応できる能力を持たないことに鑑み、その処理については、放射線



対策が確立されるまでの間は、他県における処理を要請しないこと。

⑨ 伊方原子力発電所沖合 6～7kmにある世界最大級の中央構造線活断層による強地
震、高津波、地盤崩壊などの安全性について根本的な見直し、伊方原発は廃炉を視野

に停止し、再稼働しないこと。

（県回答－上記を総括的に） 

    基本的には知事会を通じて。今回の皆さんからの申し入れは参考にさせていただ

く。知事会の特別委員会が 12 月 20 日に申し入れを行っているところ。 

 （⑧がれき問題に対する回答） 

受け入れについては、国が責任を持って、国民の理解を得てもらうことが前提。

12 月議会答弁は、災害廃棄物に対する一般論として「受け入れ」と答弁したもの手

であり理解を得られるような状況には達していないと答えたものであり、報道は誤

解だ。

法でいう一般廃棄物にあたり、判断は一義的に市町村。県内市町村は基本的に反

対である。10 月に環境省から問い合わせがあったが、受け入れるとしたところはな

かった。

焼却灰の処理について、東京・大阪は、海上埋め立て地への処分を考えている。

高知にはそのような処分場はない。

◎ 四国電力への申し入れ内容 

  ※ 四国電力側は、「高知には回答できる立場のものがおらず受け取りのみ」という

ことであったので、若干の「押し問答」したが省略。ちなみに、最初は椅子も用

意せずという不誠実な対応であった。 

① 伊方原子力発電所沖合 6～7km にある世界最大級の中央構造線活断層による強地
震、高津波、地盤崩壊などの安全性を考慮し、伊方原発は廃炉を視野に停止し、再

稼働しないこと。

② 高知県との間で、貴職が愛媛県と締結しているものと同様の原子力安全協定を締結

すること。

③ 使用済み核燃料の管理・貯蔵の安全性、搬出計画などを明らかにすること。

④ 原発の安全神話が崩壊し、環境汚染、機関の定まらない住民非難が続いている現

状を真摯に受け止め、脱原発の方向性を明らかにして、太陽光・太陽熱・風力・地熱

などの自然エネルギーによる発電対策を進めること。

⑤ 放射性物質の漏れ、拡散状況などに対する管理体制の強化をはかるとともに、そ



の数値を常時四国各県の県民に公表すること。


